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１．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出したことに伴い、平成27年８月28日付をもって提出した有価証券届出書（以

下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するとともに、記載事項の一部に訂正すべき事項がありま

すので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２．【訂正の内容】

※下線部＿＿＿は訂正部分を示します。

 

 

 

第一部【証券情報】

（3）【発行（売出）価額の総額】

＜訂正前＞

当初申込期間：1,000億円を上限とします。

継続申込期間：2,000億円を上限とします。

＜訂正後＞

2,000億円を上限とします。

 

 

（4）【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

当初申込期間：１口当たり１円とします。

継続申込期間：購入申込受付日の基準価額とします。

＊（略）

（略）

＜訂正後＞

購入申込受付日の基準価額とします。

＊（略）

（略）

 

 

（5）【申込手数料】

＜訂正前＞

購入申込受付日の基準価額(当初申込期間中は１口＝１円）に3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会

社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数につい

て手数料はかかりません。詳しくは販売会社（後記（8）申込取扱場所を参照）までお問い合わせくだ

さい。

＜訂正後＞

購入申込受付日の基準価額に3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得

た額とします。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。詳し

くは販売会社（後記（8）申込取扱場所を参照）までお問い合わせください。

 

 

（7）【申込期間】

＜訂正前＞

当初申込期間：平成27年９月14日から平成27年９月29日まで

継続申込期間：平成27年９月30日から平成28年10月21日まで
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＊継続申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

＜訂正後＞

平成27年９月30日から平成28年10月21日まで

＊申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

 

 

（9）【払込期日】

＜訂正前＞

当初申込期間：

ファンドの受益権の購入申込者は、申込期間中に申込金額を販売会社（上記(8)申込取扱場所を参照）

に支払うものとします。申込期間における発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、設定日

に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

継続申込期間：

ファンドの受益権の購入申込者は販売会社（上記（8）申込取扱場所を参照）が指定する日までに申込

金額を販売会社に支払うものとします。振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託

が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま

す。

＜訂正後＞

ファンドの受益権の購入申込者は販売会社（上記（8）申込取扱場所を参照）が指定する日までに申込

金額を販売会社に支払うものとします。振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託

が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま

す。

 

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

①～②（略）

③　基本的性格

（略）

＜商品分類＞（略）

＜商品分類定義＞（略）

＜属性区分＞（略）

＜属性区分定義＞

・投資対象資産による

属性区分

： その他資産（投資信託証券（株式　中小型株））

 

・決算頻度による

属性区分

： （略）

・投資対象地域による

属性区分

： （略）

・投資形態による

属性区分

： （略）

（略）

④　ファンドの特色

１.～３.（略）
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（略）

＜訂正後＞

①～②（略）

③　基本的性格

（略）

＜商品分類＞（略）

＜商品分類定義＞（略）

＜属性区分＞（略）

＜属性区分定義＞

・投資対象資産による

属性区分

： その他資産（投資信託証券（株式　中小型株））
※目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて主
として株式のうち中小型株に投資する旨の記載があるものをいい
ます。

・決算頻度による

属性区分

： （略）

・投資対象地域による

属性区分

： （略）

・投資形態による

属性区分

： （略）

（略）

④　ファンドの特色

１.～３.（略）
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（略）

 

 

（3）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

①（略）

②委託会社の概況

ａ．資本金　　　　　25億円（平成27年６月末日現在）

ｂ．（略）

ｃ．大株主の状況（平成27年６月末日現在）

（略）

＜訂正後＞

①（略）

②委託会社の概況

ａ．資本金　　　　　25億円（平成28年２月末日現在）

ｂ．（略）

ｃ．大株主の状況（平成28年２月末日現在）

（略）

 

 

２【投資方針】

（3）【運用体制】

＜訂正前＞

①スパークス・アセット・マネジメント株式会社の運用体制（平成27年６月末日現在）
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（略）

平成27年6月末日現在において、日本株の運用調査に携わる人員数は15名、運用経験年数は総計209年

（平均約13年）、また当社での運用経験年数合計は、157年（平均約10年）となっております。

また、日本証券アナリスト保有者10名、米国証券アナリスト検定会員(ＣＦＡ)保有者２名、米国ＭＢＡ

保有者４名となっております。

なお、当ファンドは、下記のチーフ・インベストメント・オフィサー（ＣＩＯ）の指揮・監督の下、Ｃ

ＩＯに指名されたファンド・マネージャーが日々の具体的な運用を担当します。運用に係る最終的な責任

はＣＩＯが担っております。

藤村 忠弘

当社取締役 運用調査本部長

（略）

運用経験年数：25年(他社での運用経験：9年、当社での運用経験16年)

②意思決定プロセス

a.ファンド・マネージャーは、ＣＩＯ（運用調査本部長）の指揮・監督の下、チーム全体での調査活動

等の成果を踏まえ、投資環境の分析、期待リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約

の動向分析などを実施し、当ファンドの約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政

策委員会」（10～20名程度）での審議を求めます。

b.ＣＩＯ（運用調査本部長）は投資政策委員会を主催し、各ファンド・マネージャーから提出された運

用計画書をリスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と共に審議します。（略）

c.（略）

③～④（略）

※（略）

＜訂正後＞

①スパークス・アセット・マネジメント株式会社の運用体制（平成28年２月末日現在）
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（略）

平成28年２月末日現在において、日本株の運用調査に携わる人員数は15名、運用経験年数は総計約208

年（平均約14年）、また当社での運用経験年数合計は、約156年（平均約10年）となっております。

また、日本証券アナリスト保有者11名、米国証券アナリスト検定会員(ＣＦＡ)保有者３名、米国ＭＢＡ

保有者４名となっております。

なお、当ファンドは、下記のチーフ・インベストメント・オフィサー（以下、「ＣＩＯ」といいま

す。）の指揮・監督の下、ＣＩＯに指名されたファンド・マネージャーが日々の具体的な運用を担当しま

す。運用に係る最終的な責任はＣＩＯが担っております。

藤村 忠弘

当社取締役 チーフ・インベストメント・オフィサー（ＣＩＯ）

（略）

運用経験年数：約25年(他社での運用経験：約9年、当社での運用経験：約16年)

②意思決定プロセス

a.ファンド・マネージャーは、ＣＩＯの指揮・監督の下、チーム全体での調査活動等の成果を踏まえ、

投資環境の分析、期待リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約の動向分析などを実

施し、当ファンドの約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政策委員会」（10～20

名程度）での審議を求めます。

b.ＣＩＯは投資政策委員会を主催し、各ファンド・マネージャーから提出された運用計画書をリスク管

理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と共に審議します。（略）

c.（略）

③～④（略）

※（略）

 

 

３【投資リスク】

　原届出書　「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　３投資リスク」のうち、＜リスク管理体制

＞以降の記載については、以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

　＜リスクの管理体制＞

委託会社では、投資リスクを適切に管理するため、運用部門ではファンドの特性に沿ったリスク範囲内

で運用を行うよう留意しています。また、運用部門から独立した管理担当部門によりモニタリング等の

リスク管理を行っています。

　　　※上記リスク管理体制は平成28年２月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（参考情報）
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４【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

＜訂正前＞

購入申込受付日の基準価額(当初申込期間中は1口＝1円）に3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が

定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数

料はかかりません。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

（新設）

＜訂正後＞

購入申込受付日の基準価額に3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た

額とします。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。

※　ファンドの申込手数料（購入時手数料）等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会

社にお問い合わせ下さい。

＜委託会社の照会先＞

申込手数料（購入時手数料）は、商品の説明、販売の事務等の対価として販売会社が受け取るものです。

 

 

（2）【換金（解約）手数料】

＜訂正前＞

換金時の手数料はありません。ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に対し

0.5％）が差引かれます。

＜訂正後＞

換金（解約）時の手数料はありません。

ただし、換金（解約）時に換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額※（当該基準価額に0.5％の率を

乗じて得た額）が差し引かれます。

※信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。

信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される

受益者との公平性を図るものです。

 

 

（3）【信託報酬等】

＜訂正前＞

（略）

①（略）

②実績報酬（約款第39条第３項）

（略）

＜ご参考＞

◆ハイ・ウォーター・マークについて

（略）

（新設）

◆実績報酬の留意点

（略）

＜訂正後＞
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（略）

①（略）

②実績報酬（約款第39条第３項）

（略）

＜ご参考＞

◆ハイ・ウォーター・マークについて

（略）

実績報酬算出期間 ハイ・ウォ―ター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額

平成27年９月30日から平成28年１月22日 10,000円 9,346円

平成28年１月23日から平成28年７月22日 10,000円 ―

◆実績報酬の留意点

（略）

 

 

（4）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

ファンドは以下の費用も負担します。

①～⑧（略）

　委託会社は、上記⑧の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、

信託財産の純資産総額に対して年率0.108％（税抜0.10％）を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみ

なして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託会社

は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の

年率を見直して、それを変更することができます。

　上記⑧の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に対

する消費税相当額は、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されま

す。

（略）

＜訂正後＞

下記①から⑦の費用については、原則としてその都度信託財産から支弁されます。

①～⑧（略）

　なお、委託会社は、上記⑧のその他下記の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的

に見積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.108％（税抜0.10％）を上限とする額を、かかる

諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。

ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の

範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。

　上記⑧のその他下記の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当

該諸費用に対する消費税相当額は、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して

支弁されます。

（略）

 

 

（5）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

課税上は株式投資信託として取扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

（略）
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＊上記は平成27年６月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合が

あります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

①　個人、法人別の課税について

１）個人の受益者に対する課税

１）個人の受益者に対する課税

・収益分配金に対する課税

（略）

・解約金および償還金に対する課税

（略）

※平成28年１月１日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等（公募公社債投資信託を含

みます。）の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。

２）（略）

②～③（略）

（注）上記は平成27年６月末日現在のものです。

税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（注）少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

毎年、年間100万円（平成28年1月1日以降、年間120万円）の範囲で新たに購入した公募株式投資

信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所

得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で

非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社に

お問い合わせください。

＜ご参考＞

（略）

表（略）

※上記は、平成27年６月末日現在のものです。

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

　毎年、年間100万円（平成28年1月1日以降、年間120万円）の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な

どから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方

で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販

売会社にお問い合わせください。

※平成28年1月1日以降、年間80万円の範囲で20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」が開

始されます。

（略）

＜訂正後＞

課税上は株式投資信託として取扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

（略）

＊上記は平成28年２月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合が

あります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（略）

①　個人、法人の課税について

１）個人の受益者に対する課税

・収益分配金に対する課税

（略）

・解約金および償還金に対する課税
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（略）

　また、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得および譲渡所得等との損益

通算も可能です。

２）法人の受益者に対する課税

（略）

②（略）

③　分配金の課税について

（略）

（注）上記は平成28年２月末日現在のものです。

税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（注）少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が

一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。

ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に

該当する方が対象となります。また、平成28年４月１日より、一定の条件のもと20歳未満の方を

対象とした未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」がご利用になれます。詳しくは、

販売会社にお問い合わせください。

＜ご参考＞

（略）

表（略）

※上記は、平成28年２月末日現在のものです。

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに

購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご

利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当

する方が対象となります。また、平成28年４月１日より20歳未満の方を対象とした未成年者少額投

資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」がご利用になれます。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ

さい。

（略）
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５【運用状況】

　原届出書　「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５運用状況」については、以下のとおり更

新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

以下は2016年2月29日現在の状況です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

(1)【投資状況】

資産の種類 国名
時価合計 投資比率

(円) (％)

親投資信託受益証券 日本 8,240,810,571 88.76

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 1,043,344,214 11.24

合計(純資産総額) 9,284,154,785 100.00

　

 

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

順

位

国/

地域
種類 銘柄名 業種 数量

上段：簿価単

価（円）

下段：評価単

価（円）

上段：簿価金

額（円）

下段：評価金

額（円）

投資比

率

（％）

1 日本

親投資信

託受益証

券

スパークス・日本

株・マイクロ・

キャップ・マザー

ファンド

－ 8,608,388,772

1.0011 8,617,857,999

88.76

0.9573 8,240,810,571

　

 

 

種類別及び業種別投資比率

種類
国内／

外国
業種

投資比率

(％)

親投資信託受益証券 国内 － 88.76

合計 88.76

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

（参考）スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

 

資産の種類 国名
時価合計 投資比率

(円) (％)
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株式 日本 8,014,167,500 95.48

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 379,053,498 4.52

合計(純資産総額) 8,393,220,998 100.00

　

 

 

投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）　　

順

位

国/

地域
種類 銘柄名 業種 数量

上段：簿価単

価（円）

下段：評価単

価（円）

上段：簿価金

額（円）

下段：評価金

額（円）

投資比

率

（％）

1 日本 株式 エフアンドエム
サービス

業
304,000

633.05 192,447,200
3.33

920.00 279,680,000

2 日本 株式 インテリックス 不動産業 285,400
777.66 221,944,069

3.05
896.00 255,718,400

3 日本 株式 中村超硬 機械 50,900
2,377.12 120,995,408

2.86
4,720.00 240,248,000

4 日本 株式 スター・マイカ 不動産業 169,200
1,438.00 243,309,352

2.78
1,381.00 233,665,200

5 日本 株式 ヒラノテクシード 機械 286,900
829.07 237,859,571

2.67
780.00 223,782,000

6 日本 株式
ミマキエンジニアリン

グ
電気機器 473,300

477.35 225,930,695
2.60

461.00 218,191,300

7 日本 株式 三光合成 化学 606,000
393.37 238,384,136

2.59
359.00 217,554,000

8 日本 株式 ファーストエスコ
電気・ガ

ス業
405,400

563.22 228,328,048
2.50

518.00 209,997,200

9 日本 株式 カネコ種苗
水産・農

林業
204,200

1,189.43 242,880,611
2.42

996.00 203,383,200

10 日本 株式 第一カッター興業 建設業 205,100
874.65 179,390,429

2.35
961.00 197,101,100

11 日本 株式 システムリサーチ
情報・通

信業
74,300

2,412.31 179,234,803
2.18

2,464.00 183,075,200

12 日本 株式 ニッポン高度紙工業
パルプ・

紙
216,700

941.36 203,993,348
2.14

830.00 179,861,000

13 日本 株式 鈴木 電気機器 368,400
581.85 214,353,492

2.08
475.00 174,990,000

14 日本 株式
トレックス・セミコン

ダクター
電気機器 175,600

1,268.91 222,821,400
2.08

995.00 174,722,000

15 日本 株式 サカイオーベックス 繊維製品 1,041,000
204.80 213,200,854

2.07
167.00 173,847,000

16 日本 株式 日東精工 金属製品 625,000
317.18 198,239,146

2.06
277.00 173,125,000

17 日本 株式 三社電機製作所 電気機器 308,700
756.52 233,538,664

2.05
558.00 172,254,600
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18 日本 株式 アルファＣｏ 金属製品 156,400
1,282.73 200,618,662

2.03
1,089.00 170,319,600

19 日本 株式 ラクト・ジャパン 卸売業 150,200
1,532.79 230,224,344

1.99
1,114.00 167,322,800

20 日本 株式
ＪＢＣＣホールディン

グス

情報・通

信業
251,900

785.68 197,913,723
1.97

656.00 165,246,400

21 日本 株式 ティー・ワイ・オー
情報・通

信業
1,108,600

203.98 226,132,033
1.97

149.00 165,181,400

22 日本 株式 土木管理総合試験所
サービス

業
149,900

1,428.82 214,180,778
1.96

1,099.00 164,740,100

23 日本 株式 ＰＡＬＴＥＫ 卸売業 277,600
707.31 196,349,551

1.92
581.00 161,285,600

24 日本 株式 ファンデリー 小売業 236,000
882.79 208,338,866

1.92
683.00 161,188,000

25 日本 株式 コムチュア
情報・通

信業
73,800

2,140.06 157,936,179
1.90

2,165.00 159,777,000

26 日本 株式 明治電機工業 卸売業 159,100
1,189.43 189,238,471

1.90
1,002.00 159,418,200

27 日本 株式 バリューＨＲ
サービス

業
94,500

1,751.23 165,491,242
1.88

1,671.00 157,909,500

28 日本 株式 白銅 卸売業 153,900
1,253.53 192,918,592

1.87
1,020.00 156,978,000

29 日本 株式 パンチ工業 機械 216,700
907.71 196,701,143

1.83
707.00 153,206,900

30 日本 株式 鈴茂器工 機械 159,600
1,077.86 172,027,153

1.82
957.00 152,737,200

　

 

 

種類別及び業種別投資比率

種類
国内／

外国
業種

投資比率

(％)

株式 国内 サービス業 16.01

　 　 機械 15.80

　 　 情報・通信業 12.05

　 　 電気機器 10.47

　 　 卸売業 7.68

　 　 不動産業 5.83

　 　 化学 4.10

　 　 金属製品 4.09

　 　 小売業 3.67

　 　 繊維製品 2.98

　 　 電気・ガス業 2.50

　 　 水産・農林業 2.42

　 　 建設業 2.35
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　 　 パルプ・紙 2.14

　 　 その他製品 1.83

　 　 医薬品 1.53

　 　 食料品 0.02

合計 95.48

 

投資不動産物件

該当事項はありません。

 

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

 

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

期 年月日
純資産総額(円)

(分配落)

純資産総額(円)

(分配付)

1口当たり

純資産額

(円)

(分配落)

1口当たり

純資産額

(円)

(分配付)

1期 (2016年1月22日) 9,713,442,467 9,713,442,467 0.9731 0.9731

　

2015年9月末日 3,505,714,276 ― 　 1.0007 ―　

2015年10月末日 9,048,811,875 ― 　 1.0169 ―　

2015年11月末日 10,566,076,720 ― 　 1.0471 ―　

2015年12月末日 10,541,287,632 ― 　 1.0489 ―　

2016年1月末日 10,134,965,443 ― 　 1.0153 ―　

2016年2月末日 9,284,154,785 ― 　 0.9335 ―　

 

②【分配の推移】

期 計算期間
1口当たりの分配金

(円)

1期 自 2015年9月30日 至 2016年1月22日 0.0000

 

 

③【収益率の推移】

期 計算期間

前期末

1口当たり純資産

(分配落)円

当期末

1口当たり純資産

(分配付)円

収益率

％

1期 自 2015年9月30日 至 2016年1月22日 1.0000 0.9731 △ 2.69

（注）収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間

末の1口当たり純資産額（分配落の額。以下「前期末純資産額」という。）を控除した額を前期末純資

産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

 

 

(4)【設定及び解約の実績】
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期 計算期間 設定口数 (口) 解約口数 (口)

1期 自 2015年9月30日 至 2016年1月22日 10,111,150,165 128,901,269

（注1）本邦外における設定および解約の実績はありません。

（注2）設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

 

 

    次へ
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（参考情報）
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

（1）～（3）（略）

（4）購入価額

 購入申込受付日の基準価額とします。（ただし、当初申込期間は、１口当たり１円です。）

（5）（略）

（6）購入代金の支払い

 販売会社が指定する期日までにお支払いください。

（新設）

＊（略）

＜訂正後＞

（1）～（3）（略）

（4）購入価額

 購入申込受付日の基準価額とします。

（5）（略）

（6）購入代金の支払い

 販売会社が指定する期日までにお支払いください。

※　ファンドの申込単位および購入時手数料等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社

にお問い合わせ下さい。

＜委託会社の照会先＞

＊（略）

 

 

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

（1）～（6）（略）

（新設）

＊（略）

＜訂正後＞

（1）～（6）（略）

※　ファンドの換金単位および換金価額等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお

問い合わせ下さい。

＜委託会社の照会先＞

＊（略）
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第３【ファンドの経理状況】

　原届出書　「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１財務諸表」の記載については、以下

のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省

令第５９号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成１２

年総理府令第１３３号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２）財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

３）当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づいて、第１期計算期間（平成２７年

９月３０日から平成２８年１月２２日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による「財

務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和３２年大蔵省令第１２号）第３条第１項に基づく監査を

受けております。
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１【財務諸表】
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
（1）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期計算期間末
(平成28年1月22日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 1,158,647,144

親投資信託受益証券 8,617,857,999

未収利息 317

流動資産合計 9,776,505,460

資産合計 9,776,505,460

負債の部

流動負債

未払解約金 6,189,885

未払受託者報酬 1,231,923

未払委託者報酬 52,827,745

その他未払費用 2,813,440

流動負債合計 63,062,993

負債合計 63,062,993

純資産の部

元本等

元本 ※1 9,982,248,896

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △268,806,429

（分配準備積立金） －

元本等合計 9,713,442,467

純資産合計 9,713,442,467

負債純資産合計 9,776,505,460
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（2）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第1期計算期間
自　平成27年9月30日
至　平成28年1月22日

営業収益

受取利息 75,121

有価証券売買等損益 △282,142,001

営業収益合計 △282,066,880

営業費用

受託者報酬 1,231,923

委託者報酬 52,827,745

その他費用 2,813,440

営業費用合計 56,873,108

営業損失（△） △338,939,988

経常損失（△） △338,939,988

当期純損失（△） △338,939,988

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

2,776,813

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 73,799,627

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

73,799,627

剰余金減少額又は欠損金増加額 889,255

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

889,255

分配金 ※1 0

期末剰余金又は期末欠損金（△） △268,806,429
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(3)【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第1期計算期間

自　平成27年9月30日

至　平成28年1月22日

1．有価証券の評価
基準及び評価方
法

「親投資信託受益証券」

　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。

2．収益及び費用の
計上基準

「有価証券売買等損益」

約定日基準で計上しております。

3．その他 当計算期間は、当ファンドの設定日（平成27年9月30日）から平成28年1月
22日としております。

 

 

（貸借対照表に関する注記）

区分
第1期計算期間末

(平成28年1月22日現在)

※1 計算期間末日における受益権の総数 9,982,248,896口

※2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に
規定する額 　

　 元本の欠損 268,806,429円

3 1口当たり純資産額 0.9731円

　 （1万口当たり純資産額） (9,731円)

 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期計算期間

自　平成27年9月30日

至　平成28年1月22日

※1　分配金の計算過程

該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）

（1）金融商品の状況に関する事項

区分

第1期計算期間

自　平成27年9月30日

至　平成28年1月22日

1．金融商品に対
する取組方針

　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づ
き運用を行っています。

2．金融商品の内
容及びその金融
商品に係るリス
ク

①金融商品の内容

　当ファンドの当計算期間において投資した金融商品の種類は、以下の通
りであります。

・有価証券

　当ファンドが当計算期間の末日時点で保有する有価証券の詳細は、
「（その他の注記）2.有価証券関係」の通りであります。

　・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

②金融商品に係るリスク

当ファンドは、以下のリスクを内包しております。

　Ａ)市場リスク

　・株価等変動リスク

　Ｂ)流動性リスク

　Ｃ)信用リスク

3．金融商品に係
るリスク管理体
制

　弊社では、上記2の②に掲げるリスクを適切に管理するため、運用部門か
ら独立した管理担当部門によりモニタリング等のリスク管理を行っていま
す。

　体制としては、リスク管理業務担当部門を中心として、リスク管理を行っ
ています。また、リスク管理業務担当部門を中心として、随時レビューが行
われる他、月次の投資政策委員会においてもレビューが行われます。

4．金融商品の時
価等に関する事
項についての補
足説明

　当ファンドの時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場
合には、合理的に算定された価額が含まれます。当該価額の算定においては
一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。

 

（2）金融商品の時価等に関する事項

区分

第1期計算期間

自　平成27年9月30日

至　平成28年1月22日

1．貸借対照表計上額、
時価及びその差額

　当ファンドにおいて投資している金融商品は原則として全て時価評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は生じておりませ
ん。

2．時価の算定方法 ①有価証券

　有価証券に該当する貸借対照表上の勘定科目、及びその時価の算
定方法については、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法」の通りであります。

②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　上記①以外のその他の科目については、帳簿価額を時価として評
価しております。

 

 

（関連当事者との取引に関する注記）
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第1期計算期間

自　平成27年9月30日

至　平成28年1月22日

　該当事項はありません。

 

 

（その他の注記）

1．元本の移動

区分

第1期計算期間

自　平成27年9月30日

至　平成28年1月22日

期首元本額 3,503,200,107円

期中追加設定元本額 6,607,950,058円

期中一部解約元本額 128,901,269円

 

2．有価証券関係

売買目的有価証券

種類

当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

第1期計算期間末

(平成28年1月22日現在)

親投資信託受益証券 △ 282,142,001

合計 △ 282,142,001

　

3．デリバティブ取引関係

第1期計算期間

自　平成27年9月30日

至　平成28年1月22日

　該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】

 

第１　有価証券明細表

(1)株式(平成28年1月22日現在)

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(平成28年1月22日現在)

種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考

親投資信託
受益証券

スパークス・日本株・マイクロ・
キャップ・マザーファンド

8,608,388,772 8,617,857,999 　

合計 8,608,388,772 8,617,857,999 　

 

 

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

　「（その他の注記）3．デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
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参考情報

当ファンドは、「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象

としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証

券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。

 

「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

(1)貸借対照表

区分
注記 (平成28年1月22日現在)

番号 金額（円）

資産の部 　 　

流動資産 　 　

コール・ローン 　 691,113,058

株式 　 8,271,602,000

未収入金 　 66,825,434

未収配当金 　 29,627,750

未収利息 　 189

流動資産合計 　 9,059,168,431

資産合計 　 9,059,168,431

負債の部 　 　

流動負債 　 　

未払金 　 282,633,871

流動負債合計 　 282,633,871

負債合計 　 282,633,871

純資産の部 　 　

元本等 　 　

元本 ※1 8,767,308,689

剰余金 　 　

剰余金又は欠損金（△） 　 9,225,871

元本等合計 　 8,776,534,560

純資産合計 　 8,776,534,560

負債純資産合計 　 9,059,168,431
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(2)注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分
自　平成27年9月30日

至　平成28年1月22日

1．有価証券の評価
基準及び評価方
法

(1)「株式」

　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される
気配相場に基づいて評価しております。

2．収益及び費用の
計上基準

　

(1)「受取配当金」

　受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落
ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金
額もしくは予想収益分配金額を計上しております。

(2)「有価証券売買等損益」

約定日基準で計上しております。

 

 

（その他の注記）

区　分 (平成28年1月22日現在)

※1. 期首 　 平成27年9月30日 　

期首元本額 　 162,000,000 円

期首より計算期間末日までの追加設定元本額 　 8,608,388,772 円

期首より計算期間末日までの一部解約元本額 　 3,080,083 円

計算期間末日における元本の内訳※ 　 　

スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・
ファンド１５０９

　 158,919,917 円

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファ
ンド

　 8,608,388,772 円

(合計) 　 8,767,308,689 円

2．計算期間末日における受益権の総数 　 8,767,308,689 口

3．1口当たり純資産額 　 1.0011 円

(1万口当たり純資産額) 　 (10,011 円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

29/69



(3）附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式(平成28年1月22日現在)

銘柄

コード
銘柄名 株式数（株）

評価単価
（円）

評価金額（円） 備考

1376 カネコ種苗 204,200 1,039.00 212,163,800 　

1716 第一カッター興業 205,100 897.00 183,974,700 　

2311 エプコ 52,400 1,530.00 80,172,000 　

2462 ジェイコムホールディングス 61,800 1,641.00 101,413,800 　

3137 ファンデリー 236,000 750.00 177,000,000 　

3139 ラクト・ジャパン 150,200 1,183.00 177,686,600 　

3230 スター・マイカ 169,200 1,310.00 221,652,000 　

3388 明治電機工業 159,100 1,103.00 175,487,300 　

3408 サカイオーベックス 1,041,000 201.00 209,241,000 　

3415 ＳＴＵＤＩＯＵＳ 66,500 2,501.00 166,316,500 　

3434 アルファＣｏ 148,700 1,219.00 181,265,300 　

3763 プロシップ 66,300 2,105.00 139,561,500 　

3771 システムリサーチ 63,500 2,176.00 138,176,000 　

3844 コムチュア 73,800 2,061.00 152,101,800 　

3891 ニッポン高度紙工業 198,600 901.00 178,938,600 　

4112 保土谷化学工業 713,000 208.00 148,304,000 　

4358 ティー・ワイ・オー 1,108,600 182.00 201,765,200 　

4595 ミズホメディー 39,400 1,879.00 74,032,600 　

4726 ソフトバンク・テクノロジー 106,700 1,245.00 132,841,500 　

4763 クリーク・アンド・リバー社 317,700 473.00 150,272,100 　

4771 エフアンドエム 360,100 785.00 282,678,500 　

5957 日東精工 545,000 289.00 157,505,000 　

6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 82,900 1,348.00 111,749,200 　

6039 日本動物高度医療センター 102,100 1,383.00 141,204,300 　

6078 バリューＨＲ 94,500 1,840.00 173,880,000 　

6082 ライドオン・エクスプレス 103,400 2,316.00 239,474,400 　

6165 パンチ工業 216,700 827.00 179,210,900 　

6166 中村超硬 50,900 4,155.00 211,489,500 　

6171 土木管理総合試験所 149,900 1,080.00 161,892,000 　

6210 東洋機械金属 446,000 399.00 177,954,000 　

6245 ヒラノテクシード 276,200 808.00 223,169,600 　

6298 ワイエイシイ 193,300 803.00 155,219,900 　

6323 ローツェ 231,100 746.00 172,400,600 　

6328 荏原実業 123,700 1,304.00 161,304,800 　

6405 鈴茂器工 159,600 997.00 159,121,200 　

6616 トレックス・セミコンダクター 175,600 1,463.00 256,902,800 　

6638 ミマキエンジニアリング 473,300 438.00 207,305,400 　

6785 鈴木 327,500 524.00 171,610,000 　

6800 ヨコオ 272,200 504.00 137,188,800 　
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6882 三社電機製作所 308,700 648.00 200,037,600 　

7587 ＰＡＬＴＥＫ 277,600 642.00 178,219,200 　

7637 白銅 153,900 1,181.00 181,755,900 　

7815 東京ボード工業 35,300 1,090.00 38,477,000 　

7856 萩原工業 60,900 2,111.00 128,559,900 　

7888 三光合成 525,000 377.00 197,925,000 　

8127 ヤマトインターナショナル 203,600 392.00 79,811,200 　

8940 インテリックス 285,400 836.00 238,594,400 　

9514 ファーストエスコ 405,400 425.00 172,295,000 　

9889 ＪＢＣＣホールディングス 251,900 684.00 172,299,600 　

合　計 12,073,500 　 8,271,602,000 　

 

(2)株式以外の有価証券(平成28年1月22日現在)

該当事項はありません。

 

第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

　原届出書　「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２ファンドの現況」については、以下

のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】

（平成28年2月29日現在）

Ⅰ　資産総額 9,304,291,833 円

Ⅱ　負債総額 20,137,048 円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 9,284,154,785 円

Ⅳ　発行済口数 9,945,634,612 口

Ⅴ　1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9335 円

 

（参考）スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド

純資産額計算書

（平成28年2月29日現在）

Ⅰ　資産総額 8,402,207,553 円

Ⅱ　負債総額 8,986,555 円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 8,393,220,998 円

Ⅳ　発行済口数 8,767,308,689 口

Ⅴ　1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9573 円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（1）資本金の額（平成27年６月末日現在）

（略）

（2）委託会社の機構（平成27年６月末日現在）

①（略）

②　運用体制

１）（略）

２）意思決定プロセス

a.ファンド・マネージャーは、ＣＩＯ（運用調査本部長）の指揮・監督の下、チーム全体での調査

活動等の成果を踏まえ、投資環境の分析、期待リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設

定や解約の動向分析などを実施し、当ファンドの約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成

し、「投資政策委員会」での審議を求めます。

b.ＣＩＯ（運用調査本部長）は投資政策委員会を主催し、各ファンド・マネージャーから提出され

た運用計画書をリスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と共に審議しま

す。ファンド・マネージャーは、承認された運用計画書に基づき日々の具体的な投資活動を行い

ます。投資政策委員会は原則として月２回開催される他、必要に応じ臨時に開催されます。

c.（略）

＜訂正後＞

（1）資本金の額（平成28年２月末日現在）

（略）

（2）委託会社の機構（平成28年２月末日現在）

①（略）

②　運用体制

１）（略）

２）意思決定プロセス

a.ファンド・マネージャーは、チーフ・インベストメント・オフィサー（以下、「ＣＩＯ」といい

ます。）の指揮・監督の下、チーム全体での調査活動等の成果を踏まえ、投資環境の分析、期待

リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約の動向分析などを実施し、当ファンド

の約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政策委員会」での審議を求めます。

b.ＣＩＯは投資政策委員会を主催し、各ファンド・マネージャーから提出された運用計画書をリス

ク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と共に審議します。ファンド・マネー

ジャーは、承認された運用計画書に基づき日々の具体的な投資活動を行います。投資政策委員会

は原則として月２回開催される他、必要に応じ臨時に開催されます。

c.（略）

 

 

２【事業の内容及び営業の概況】

　原届出書　「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　２事業の内容及び営業の概況」につ

いては、以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞
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投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとと

もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委

託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行ってい

ます。

・投資助言・代理業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募

に関する第二種金融商品取引業

委託会社の運用する投資信託は平成28年２月29日現在次の通りです。

（ただし、親投資信託を除きます。）

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 29 186,065

単位型株式投資信託 4 2,603

合計 33 188,668

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第346号

加入協会 ／ 日本証券業協会　一般社団法人投資信託協会

　　　　　　一般社団法人日本投資顧問業協会

　　　　　　一般社団法人第二種金融商品取引業協会

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

34/69



３【委託会社等の経理状況】

　原届出書　『第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３委託会社等の経理状況」について

は、以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

 

１．財務諸表の作成方法について

委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下「委託会社」という）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規

則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づい

て作成しております。

 

２．中間財務諸表の作成方法について

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府

令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 

３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額

　　財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

４．監査証明について

委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第９期事業年度（平成26年４月１日

から平成27年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けておりま

す。

また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第10期事業年度の中間会計期間（平成27年

４月１日から平成27年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監

査を受けております。
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(1)【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

（資産の部）     

　流動資産     

　　現金・預金  4,585  4,478

　　預託金  500  500

　　未収委託者報酬  221  298

　　未収投資顧問料  383  534

　　前払費用  25  31

　　未収収益  27  31

　　未収入金  3  4

　　繰延税金資産  -  128

　　その他  1  2

　　流動資産合計  5,749  6,009

　固定資産     

　　有形固定資産     

　　　建物 ※２ 67 ※２ 61

　　　工具、器具及び備品 ※２ 58 ※２ 39

　　　有形固定資産合計  126  100

　　無形固定資産     

　　　ソフトウェア  8  5

　　　無形固定資産合計  8  5

　　投資その他の資産     

　　　差入保証金  27  27

　　　長期前払費用  5  3

　　　投資その他の資産合計  32  31

　　固定資産合計  167  137

　資産合計  5,916  6,147

（負債の部）     

　流動負債     

　　預り金  123  73

　　未払手数料  47  53

　　その他未払金 ※３ 856 ※３ 1,020

　　未払法人税等  304  148

　　未払消費税等  64  13

　　前受金  237  271

　　流動負債合計  1,633  1,581

　固定負債     

　　資産除去債務  37  37

　　繰延税金負債  11  9

　　固定負債合計  48  46

 特別法上の準備金     

　　金融商品取引責任準備金 ※１ 0 ※１ 0

　　特別法上の準備金合計  0  0

　負債合計  1,681  1,627
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

（純資産の部）     

　株主資本     

　　資本金  2,500  2,500

　　資本剰余金     

　　　資本準備金  27  27

　　　その他資本剰余金  19  19

　　　資本剰余金合計  47  47

　　利益剰余金     

　　　利益準備金  -  120

　　　その他利益剰余金     

　　　　繰越利益剰余金  1,688  1,853

　　　利益剰余金合計  1,688  1,973

　　株主資本合計  4,235  4,520

　純資産合計  4,235  4,520

負債純資産合計  5,916  6,147
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(2)【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

営業収益     

　委託者報酬  1,970  1,405

　投資顧問料収入  2,519  2,497

　受入手数料  443  423

　その他営業収益  4  4

　営業収益計  4,937  4,330

営業費用     

　支払手数料  274  227

　広告宣伝費  33  64

　調査費  147  152

　委託計算費  16  17

　営業雑経費     

　　通信費  13  13

　　印刷費  3  5

　　協会費  6  8

　　諸会費  2  1

　　その他  2  2

　営業費用計  500  493

一般管理費     

　給料  942  947

　　役員報酬  70  55

　　給料・手当  549  607

　　賞与  322  283

　旅費交通費  98  78

　事務委託費 ※１ 306 ※１ 267

　業務委託費  254  250

　不動産賃借料  66  69

　租税公課  27  23

　固定資産減価償却費  31  33

　交際費  13  12

　諸経費  82  63

　一般管理費計  1,823  1,747

営業利益  2,612  2,088

営業外収益     

　受取利息  0  1

　受取賃貸料  -  5

　為替差益  35  114

　雑収入  0  1

　営業外収益計  37  122

営業外費用     

　雑損失  0  0

　営業外費用計  0  0

経常利益  2,648  2,211

特別損失     

　金融商品取引責任準備金繰入額  -  0

　特別損失計  -  0

 

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

税引前当期純利益  2,648  2,211
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法人税、住民税及び事業税  961  856

法人税等調整額  △1  △130

法人税等合計  960  726

当期純利益  1,688  1,484
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(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

（単位：百万円）

株主資本 純資産

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資

本合計
資本準

備金

その他

資本剰

余金

資本剰

余金合

計

利益準

備金

その他

利益

剰余金

利益剰

余金合

計

繰越利

益剰余

金

当期首残高 2,500 104 499 603 145 △426 △281 2,822 2,822

当期変動額         

資本準備金の取崩  △104 104 －    － －

その他資本剰余金から繰
越利益剰余金へ振替

  △281 △281 － 281 281 － －

利益準備金の取崩     △145 145 － － －

剰余金の配当   △275 △275    △275 △275

配当に伴う資本準備金積
立額

 27 △27 －    － －

当期純利益      1,688 1,688 1,688 1,688

株主資本以外の項目

の当期変動額

（純額）

         

当期変動額合計 － △77 △479 △556 △145 2,115 1,969 1,413 1,413

当期末残高 2,500 27 19 47 － 1,688 1,688 4,235 4,235
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当事業年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

（単位：百万円）

株主資本 純資産

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資

本合計
資本準

備金

その他

資本剰

余金

資本剰

余金合

計

利益準

備金

その他

利益

剰余金

利益剰

余金合

計

繰越利

益剰余

金

当期首残高 2,500 27 19 47 － 1,688 1,688 4,235 4,235

当期変動額         

剰余金の配当      △1,200 △1,200 △1,200 △1,200

配当に伴う利益準備金積
立額

    120 △120 － － －

当期純利益      1,484 1,484 1,484 1,484

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
         

当期変動額合計 － － － － 120 164 284 284 284

当期末残高 2,500 27 19 47 120 1,853 1,973 4,520 4,520
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重要な会計方針

１. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券　

時価のあるもの

 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平

均法により算定しております。）

時価のないもの 総平均法に基づく原価法

 
２. 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法）
を採用しております。

　　　　　　なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
　　　　　　建物　　　　　　　　　　　８年～18年
　　　　　　工具、器具及び備品　　　　４年～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（４年～５年）に基づく定額法を採
用しております。

 
３. 引当金の計上基準

貸倒引当金

金銭債権の貸し倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

 
４. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

②  消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
③  連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)
※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、次のとおりであります。
　金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条
の５

 

※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項
は、次のとおりであります。
　金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条
の５
 

※２．有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　　建　物　　　　　　　 19百万円
　　　　　　　　　　工具、器具及び備品　 24百万円
　

※２．有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　　建　物　　　　　　　 28百万円

　工具、器具及び備品 　46百万円

※３．関係会社に対する資産及び負債

その他未払金 729百万円

　

※３．関係会社に対する資産及び負債

その他未払金 654百万円

　 　

 

（損益計算書関係）

 
前事業年度

(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当事業年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

※１．関係会社に対する取引の主なもの
事務委託費 250百万円

※１．関係会社に対する取引の主なもの
事務委託費 223百万円
　

　 　

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 50,000 － － 50,000

 

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月17日
定時株主総会

普通株式 275 資本剰余金 5,500 平成25年３月31日 平成25年７月14日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの　　　　

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 1,200 利益剰余金 24,000 平成26年３月31日 平成26年６月26日

 

当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 50,000 － － 50,000
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２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 1,200 利益剰余金 24,000 平成26年３月31日 平成26年６月26日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月24日
定時株主総会

普通株式 1,200 利益剰余金 24,000 平成27年３月31日 平成27年６月25日

 

（リース取引関係）

　前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

　　　該当事項はありません。

　当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

　　　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー

等に限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運

用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用で

あることから、極めて限定的であると判断しております。

また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営

業債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利

用してヘッジする予定にしております。

有価証券及び投資有価証券は、主にシードマネーとしてのファンド等時価のある有価証券であり、市場価

格の変動リスクに晒されておりますが、「自己資金運用規程」に基づき、毎月時価を把握し、取締役会に報

告しております。

 

 (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（平成26年３月31日）
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（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金・預金 4,585 4,585 －

(２) 預託金 500 500 －

(３) 未収委託者報酬 221 221 －

(４) 未収投資顧問料 383 383 －

(５) 未収収益 27 27 －

資産計 5,718 5,718 －

(１) 未払手数料 47 47 －

(２) その他未払金 856 856 －

負債計 903 903 －

 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(１) 現金・預金、（２）預託金、（３）未収委託者報酬、（４）未収投資顧問料及び（５）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

負 債

(１) 未払手数料、（２）その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

(注)２．金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金・預金 4,585 － － －

預託金 500 － － －

未収委託者報酬 221 － － －

未収投資顧問料 383 － － －

未収収益 27 － － －

合計 5,718 － － －

 

当事業年度（平成27年３月31日）

（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金・預金 4,478 4,478 －

(２) 預託金 500 500 －

(３) 未収委託者報酬 298 298 －

(４) 未収投資顧問料 534 534 －

(５) 未収収益 31 31 －

資産計 5,843 5,843 －

(１) 未払手数料 53 53 －

(２) その他未払金 1,020 1,020 －

負債計 1,074 1,074 －
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(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(１) 現金・預金、（２）預託金、（３）未収委託者報酬、（４）未収投資顧問料及び（５）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

負 債

(１) 未払手数料、（２）その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

(注)２．金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金・預金 4,478 － － －

預託金 500 － － －

未収委託者報酬 298 － － －

未収投資顧問料 534 － － －

未収収益 31 － － －

合計 5,843 － － －

 

 

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

　
前事業年度

（平成26年３月31日）
　

当事業年度
（平成27年３月31日）

繰延税金資産 　　 　
　繰越欠損金 145百万円　 139百万円
　資産除去債務 13 　 11
　未払事業税 67  31
　未確定債務否認 10 　 97
　金融商品取引責任準備金 0  0

　繰延税金資産小計 237 　 280
　評価性引当額　 △237 　 △151

繰延税金資産合計 － 　 128
繰延税金負債  　  
資産除去債務に対応する資産計上額 11 　 9

繰延税金負債合計 11 　 9

繰延税金資産の純額 △11 　 119
 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　
前事業年度

（平成26年３月31日）
　

当事業年度
（平成27年３月31日）

法定実効税率 － 　 35.6％
　（調整）    
　税率変更による差異等 － 　 0.4
　交際費等永久に損金に算入されない項目 － 　 0.2
　住民税均等割 － 　 0.1
　評価性引当金の増減 －  △3.6
　　その他 － 　 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － 　 32.8

 

　なお、前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５

以下であるため、記載を省略しております。

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法
律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年
度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負
債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64％から平成27年４月１日に開始する事業年度に解消が
見込まれる一時差異等については33.06％に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込
まれる一時差異等については、32.30％となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は９百万円減少
し、法人税等調整額が同額増加しております。
 

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

前事業年度末（平成26年３月31日）

重要性がないため、記載を省略しております。

当事業年度末（平成27年３月31日）
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重要性がないため、記載を省略しております。

 

（賃貸等不動産関係）

前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

　前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[関連情報]

前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１ サービスごとの情報

投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２ 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：百万円）

日本 欧州 バミューダ アジア その他 合計

2,512 801 1,306 290 27 4,937

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 

３ 主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

SPARX Overseas Ltd. 1,306 投信投資顧問業

A社（注） 580 投信投資顧問業

（注）A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。

 

当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１ サービスごとの情報

投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。
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２ 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：百万円）

日本 欧州 バミューダ アジア その他 合計

1,940 1,170 842 344 32 4,330

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

 

３ 主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

SPARX Overseas Ltd. 842 投信投資顧問業

A社（注） 658 投信投資顧問業

（注）A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

　該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

　該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

　該当事項はありません。
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[関連当事者情報]

前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１　関連当事者との取引

（１）財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社

スパーク

ス ・ グ

ループ株

式会社

東京都
品川区

12,492
純粋持株

会社

（被所有）

直接100

グループ

管理会社

業務委託

（注１）

（注２）

250 未払金 53

運用報酬

等の受取

（注１）

（注２）

104
未収投資

顧問料
18

配当金の

支払
275 － －

連結納税

による個

別帰属額

675 未払金 675

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(千米

 ドル)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の
親会社
をもつ
会社

SPARX

Overseas

Ltd.

バ
ミュー
ダ諸島

1,562 資産運用業 なし

海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
（注２）

1,263
未収投資

顧問料
72

販売会社
手数料の受取
（注１）
（注２）

38 未収収益 8

SPARX Asia

Capital

Management

Limited

ケイマ
ン諸島

21,501 資産運用業 なし
海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
（注２）

9
未収投資

顧問料
1

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。

 

 

２　親会社に関する注記

　親会社情報

　　スパークス・グループ株式会社（株式会社大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場）

 

当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１　関連当事者との取引

（１）財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)
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親会社

スパーク

ス ・ グ

ループ株

式会社

東京都
品川区

8,517
純粋持株

会社

（被所有）

直接100

グループ

管理会社

業務委託

（注１）

（注２）

223 未払金 83

運用報酬

等の受取

（注１）

（注２）

132
未収投資

顧問料
24

配当金の

支払
1,200 － －

連結納税

による個

別帰属額

568 未払金 569

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(千米

 ドル)

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の
親会社
をもつ
会社

SPARX

Overseas

Ltd.

バ
ミュー
ダ諸島

1,562
千米ドル

資産運用業 なし

海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
804

未収投資

顧問料
86

販売会社
手数料の受取
（注１）

33 未収収益 7

SPARX Asia

Capital

Management

Limited

ケイマ
ン諸島

25,001
千米ドル

資産運用業 なし
海外籍ファン
ドの運用・

管理業

運用報酬等の
受取

（注１）
4
未収投資

顧問料
－

スパークス・ア

セット・トラス

ト＆マネジメン

ト株式会社

東京都
品川区

100
百万円

資産運用業 なし

業務の委託

業務委託報酬
の支払
（注１）
（注２）

24 未払金 23

本社事務所の
賃貸

賃貸料の受取
（注１）
（注２）

5 未収入金 1

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。

 

EDINET提出書類

スパークス・アセット・マネジメント株式会社(E11161)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

52/69



２　親会社に関する注記

　親会社情報

　　スパークス・グループ株式会社（株式会社東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場）

 

（１株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

(自　平成25年４月１日 (自　平成26年４月１日

　至　平成26年３月31日) 　至　平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 84,709円17銭 １株当たり純資産額 90,408円31銭

１株当たり当期純利益金額 33,763円00銭 １株当たり当期純利益金額 29,699円13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度末

(平成26年３月31日)
当事業年度末

(平成27年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 4,235 4,520

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末純資産額（百万円） 4,235 4,520

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

50,000 50,000

 

（注）２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当事業年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

当期純利益（百万円） 1,688 1,484

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,688 1,484

普通株式の期中平均株式数（株） 50,000 50,000

 

（重要な後発事象）

当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

　　　　該当事項はありません。

 

    次へ
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１．中間財務諸表

(1)　中間貸借対照表

 (単位：百万円)

 
当中間会計期間
(平成27年９月30日)

（資産の部）   

　流動資産   

　　現金・預金  4,302

　　預託金  500

　　未収委託者報酬  420

　　未収投資顧問料  706

　　前払費用  43

　　未収入金  5

　　未収収益  29

　　繰延税金資産  187

　　流動資産合計  6,195

　固定資産   

　　有形固定資産 ※２ 26

　　無形固定資産  4

　　投資その他の資産   

　　　差入保証金  27

　　　長期前払費用  3

　　　投資その他の資産合計  31

　　固定資産合計  63

　資産合計  6,258

（負債の部）   

　流動負債   

　　未払手数料  58

　　その他未払金  1,208

　　未払法人税等  173

　　前受金  90

　　預り金  60

　　賞与引当金  340

　　その他 ※３ 52

　　流動負債合計  1,984

　固定負債   

　　資産除去債務  37

　　繰延税金負債  8

　　固定負債合計  45

　特別法上の準備金   

　　金融商品取引責任準備金 ※１ 0

　　特別法上の準備金合計  0

　負債合計  2,030

（純資産の部）   

　株主資本   

　　資本金  2,500

　　資本剰余金   

　　　資本準備金  27

　　　その他資本剰余金  19

　　　資本剰余金合計  47

　　利益剰余金   

     利益準備金  240

　　　その他利益剰余金   

　　　　繰越利益剰余金  1,441

　　　利益剰余金合計  1,681

　　株主資本合計  4,228
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　純資産合計  4,228

　負債純資産合計  6,258
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(2)　中間損益計算書

 (単位：百万円)

 
当中間会計期間

(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業収益   

　委託者報酬  1,330

　投資顧問料収入  1,495

　受入手数料  231

　その他営業収益  1

　営業収益計  3,060

営業費用及び一般管理費 ※１ 1,694

営業利益  1,365

営業外収益 ※２ 12

営業外費用  1

経常利益  1,376

税引前中間純利益  1,376

法人税、住民税及び事業税  527

法人税等調整額  △59

中間純利益  908
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(3)　中間株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株主資本 純資産

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資

本合計
資本準

備金

その他

資本剰

余金

資本剰

余金合

計

利益準

備金

その他

利益

剰余金

利益剰

余金合

計

繰越利

益剰余

金

当期首残高 2,500 27 19 47 120 1,853 1,973 4,520 4,520

当中間期変動額         

剰余金の配当 － － － － － △1,200 △1,200 △1,200 △1,200

配当に伴う利益準備
金積立額

－ － － － 120 △120　 －　 － －

中間純利益 － － － － － 908 908 908 908

株主資本以外の項目

の当中間期変動額
（純額）

－ － － － － － － － －

当中間期変動額合計 － － － － 120 △411 △291 △291 △291

当中間期末残高 2,500 27 19 47 240 1,441 1,681 4,228 4,228
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［重要な会計方針］

１．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定額法によっております。

主な耐用年数は、以下の通りであります。

建　　物　　　　　１年～18年

器具備品　　　　　１年～20年

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア（自社利用）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

２．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

金銭債権の貸し倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込み額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給

見込額のうち当中間会計期間に負担すべき金額を計上し

ております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

４．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度

　　 連結納税制度を適用しております。

 

［会計方針の変更］

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会

計基準」という。）等を当中間会計期間から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する

方法に変更しております。また、当中間会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処

理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する中間会計期間の中間財務諸表に反映させる方

法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)及び事業分離等会計基準第57－４

項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首時点から将来にわたって適用しておりま

す。

これによる損益への影響はありません。

 

［会計方針の見積りの変更］

（耐用年数の変更）

当社は、取締役会で本社移転に関する決議をいたしました。

この本社移転に伴い利用見込みのない建物附属設備等につきまして、移転予定日までの期間で減価償却が完

了するように当中間会計期間より、耐用年数を変更しております。

これにより、従来の方法に比べて当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が62百万円そ

れぞれ減少しております。
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［注記事項］

（中間貸借対照表関係）

 

当中間会計期間
(平成27年９月30日)

※１　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、次のとおりであります。

　金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条

の５

※２　有形固定資産の減価償却累計額     148百万円

※３　消費税等の取り扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺のうえ、

流動負債その他に表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

 

当中間会計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

※１　減価償却実施額

　　　有形固定資産　　　　 73百万円

　　　無形固定資産　　　　　 0百万円

※２　営業外収益のうち主要なもの

　　　受取賃貸料　 　　　　　7百万円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当事業年度
期首株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数
（株）

当中間会計期間
減少株式数
（株）

当中間会計期間
末株式数
（株）

普通株式 50,000 － － 50,000

合計 50,000 － － 50,000

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

(１)　配当金支払額

 
 

（決議）
株式の種類

配当金の
総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月24日
定時株主総会

普通株式 1,200 利益剰余金 24,000 平成27年３月31日 平成27年６月25日

 

(２)　基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　当中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　当中間会計期間（平成27年９月30日）

１．金融商品の時価等に関する事項
平成27年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

 
中間貸借対照表
計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（１）現金・預金 4,302 4,302 －

（２）預託金 500 500 －

（３）未収委託者報酬 420 420 －

（４）未収投資顧問料 706 706 －

（５）未収収益 29 29 －

資産計 5,959 5,959 －

（１）未払手数料 58 58 －

（２）その他未払金 1,208 1,208 －

（３）預り金 60 60 －

負債計 1,327 1,327 －

 
（注）１.　金融商品の時価の算定方法

資　産
（１）現金・預金、（２）預託金、（３）未収委託者報酬、（４）未収投資顧問料及び（５）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
 
負　債
（１）未払手数料、（２）その他未払金及び（３）預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。

 

（有価証券関係）

当中間会計期間（平成27年９月30日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

当中間会計期間（平成27年９月30日）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

当中間会計期間末（平成27年９月30日）

重要性がないため、記載を省略しております。

 

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

　当中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

　当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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［関連情報］

　当中間会計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

　１．サービスごとの情報

　　　投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、中間損益計算書の営業収益の90％を超

えるため、記載を省略しております。

　２．地域ごとの情報

　 (1) 営業収益

（単位：百万円）

日本 欧州 バミューダ その他 合計

1,681 857 287 233 3,060

（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として国又は地域に分類しておりま

す。

　 (2) 有形固定資産

　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

　３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

A社（注） 377 投信投資顧問業

（注）A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。

 

（企業結合等関係）

当中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当中間会計期間
(平成27年９月30日)

 

１株当たり純資産額 84,573円17銭  

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（百万円） 4,228  

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －  

普通株式に係る中間期末純資産額（百万円） 4,228  

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
の普通株式の数（株）

50,000  

 

１株あたり中間純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
当中間会計期間

(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

 

１株当たり中間純利益金額 18,164円85銭  

（算定上の基礎）   

中間純利益（百万円） 908  

普通株主に帰属しない金額（百万円） －  

普通株式に係る中間純利益（百万円） 908  

普通株式の期中平均株式数（株） 50,000  

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

当中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

　原届出書　「第三部　委託会社等の情報　第２　その他の関係法人の概況　１名称、資本金の額及び事業

の内容」については、以下のとおり更新・訂正されます。

＜更新・訂正後＞

①受託会社

名称　　　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

資本金の額　　324,279百万円（平成27年９月末日現在）

事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼

営法）に基づき、信託業を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額　　10,000百万円（平成27年９月末日現在）

事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼

営法）に基づき、信託業を営んでいます。

再信託の目的　原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託

受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財

産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

②販売会社

名称
資本金の額

（平成27年９月末日現在）
事業の内容

東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引法に基づき、第一種
金融商品取引業を営んでいます。

水戸証券株式会社 12,272百万円
金融商品取引法に基づき、第一種
金融商品取引業を営んでいます。

髙木証券株式会社 11,069百万円
金融商品取引法に基づき、第一種
金融商品取引業を営んでいます。

 

 

第３【その他】

＜訂正前＞

（1）(略）

（2）（略）

①～⑤（略）

⑥次の事項を記載することがあります。

・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨

の記録をしておくべきである旨

・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

⑦～⑨（略）

（3）～（5）（略）

＜訂正後＞

（1）(略）

（2）（略）

①～⑤（略）

⑥次の事項を記載することがあります。

・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
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・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨

の記録をしておくべきである旨

・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

⑦～⑨（略）

（3）～（5）（略）
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独立監査人の監査報告書

平成２７年６月２４日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 森　重　　俊　寛

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊　藤　　雅　人

 
 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の平成２７年３月３１日現在
の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上

 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 平成２８年３月１８日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  

取締役会　御中  

  

 新日本有限責任監査法人

 指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　森重 俊寛

 指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　伊藤 雅人

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているスパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの平成２７年
９月３０日から平成２８年１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見　
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドの平成２８年１月２２日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
 
利害関係
　スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

平成２７年１１月２５日

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 森　重　俊　寛

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊　藤　雅　人

 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第１０期事業年度の中間会計期間（平成
２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につい
て中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の平成２７年９
月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２７年４月１日から平
成２７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上

 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
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